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(57)【要約】
【課題】電力用半導体デバイスの配線材である複数のボ
ンディングワイヤや配線路に流れる電流分布の偏りなど
の異常を、電流磁界を検出することにより非接触で検査
診断し、配線不良などによるデバイスの長期信頼性を損
なう恐れのある隠れた瑕疵等の原因を検査、診断、検出
し、不良品を排除する。
【解決手段】複数の電力用半導体デバイスのそれぞれと
基板間を、複数のボンディングワイヤで接合した電力用
半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査
診断方法において、複数のボンディングワイヤに流れる
電流をそれぞれ検出する電流センサを複数設け、電流セ
ンサにより予め採取した基準の電流磁界分布パターンと
、新たに採取した分布パターンの特徴点比較を行い、予
め指定された特徴点の差異を評価し、一定の評価値以上
の差異が認められた場合に異常として診断する電力用半
導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診
断方法。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電力用半導体デバイスのそれぞれと基板間を、複数のボンディングワイヤで接合
した電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断方法において、
　前記複数のボンディングワイヤに流れる電流により生じる磁界を検出するとともに、前
記磁界に応じた電流を各ボンディングワイヤの電流としてそれぞれ出力する複数の電流セ
ンサを設け、
　前記電流センサにより予め採取した基準の電流磁界分布パターンと、新たに採取した電
流磁界分布パターンの特徴点比較を行い、予め指定された特徴点の差異を評価し、一定の
評価値以上の差異が認められた場合に異常として診断する
ことを特徴とする電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断方法
。
【請求項２】
　予め採取した基準となる電流磁界分布パターンと、新たに採取した電流磁界分布パター
ンに対して、波形の時間軸を含めた各電流センサの電流磁界信号波形の差分を時間軸に積
算したサンプル差分積分信号を、電流センサ配列の空間軸上にプロットし、空間的な偏り
の発生を異常特徴として評価検出し、異常判定を行う請求項１記載の電力用半導体デバイ
スのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断方法。
【請求項３】
　予め採取した基準となる電流磁界標準信号と、新たに採取した電流磁界検査信号に対し
て、各電流センサの電流磁界信号の差分をサンプル期間毎に求め、前記差分を時間軸に積
算し、得られた電流センサ別差分積算値と予め設定された判定基準とを比較して、異常判
定を行う請求項１記載の電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診
断方法。
【請求項４】
　前記複数の電流センサの各出力信号の振幅及び周波数特性に対し、全ての出力特性がほ
ぼ一致するように予め補正を行うことを特徴とする請求項１から３のいずれかの項に記載
の電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断方法。
【請求項５】
　前記基準の電流磁界分布パターン及び前記新たに採取した電流磁界分布パターンは、そ
れぞれ、前記電流センサにより検出した電流磁界から本来採取すべき電流磁界信号を著し
く妨害する、検査環境に存在する不要な磁界輻射ノイズである環境ノイズ（以下、単に「
環境ノイズ」という。）を除去した信号を用いることを特徴とする請求項１から４のいず
れかの項に記載の電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断方法
。
【請求項６】
　前記基準の電流磁界分布パターン及び前記新たに採取した電流磁界分布パターンは、そ
れぞれ、前記電流センサにより検出した環境ノイズを含む原信号を用いることを特徴とす
る請求項１から４のいずれかの項に記載の電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電
流磁界分布検査診断方法。
【請求項７】
　複数の電力用半導体デバイスのそれぞれと基板間を、複数のボンディングワイヤで接合
した電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断装置において、
　前記複数のボンディングワイヤに流れる電流により生じる磁界を検出するとともに、前
記磁界に応じた電流を各ボンディングワイヤの電流としてそれぞれ出力する複数の電流セ
ンサと、
　前記電流センサにより予め採取した基準の電流磁界分布パターンと、新たに採取した電
流磁界分布パターンの特徴点比較を行い、予め指定された特徴点の差異を評価し、一定の
評価値以上の差異が認められた場合に異常として診断する異常診断手段と
を設けたことを特徴とする電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査
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診断装置。
【請求項８】
　前記異常診断手段は、
　予め採取した基準となる電流磁界分布パターンと、新たに採取した電流磁界分布パター
ンに対して、波形の時間軸を含めた各電流センサの電流磁界信号波形の差分を時間軸に積
算する差分積算手段と、
　前記差分積算手段により積算されたサンプル差分積分信号を、前記電流センサ配列の空
間軸上にプロットし、空間的な偏りの発生を異常特徴として評価検出し、異常判定を行う
異常判定手段と
を含むことを特徴とする請求項７記載の電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流
磁界分布検査診断装置。
【請求項９】
　前記異常診断手段は、
　予め採取した基準となる電流磁界標準信号と、新たに採取した電流磁界検査信号に対し
て、各電流センサの電流磁界信号の差分をサンプル期間毎に求め、前記差分を時間軸に積
算する電流センサ別差分積算手段と、
　得られた電流センサ別差分積算値と予め設定された判定基準とを比較して、異常判定を
行う異常判定手段と
を含むことを特徴とする請求項７記載の電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流
磁界分布検査診断装置。
【請求項１０】
　前記複数の電流センサの各出力信号の振幅及び周波数特性に対し、全ての出力特性がほ
ぼ一致するように予め補正を行う電流センサ別出力特性補正手段を有することを特徴とす
る請求項７から９のいずれかの項に記載の電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電
流磁界分布検査診断装置。
【請求項１１】
　前記異常診断手段において、前記基準の電流磁界分布パターン及び前記新たに採取した
電流磁界分布パターンは、それぞれ、前記電流センサにより検出した環境ノイズを除去し
た信号を用いることを特徴とする請求項７から１０のいずれかの項に記載の電力用半導体
デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断装置。
【請求項１２】
　前記異常診断手段において、前記基準の電流磁界分布パターン及び前記新たに採取した
電流磁界分布パターンは、それぞれ、前記電流センサにより検出した環境ノイズを含む原
信号を用いることを特徴とする請求項７から１０のいずれかの項に記載の電力用半導体デ
バイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力用半導体デバイス、特にＩＧＢＴ(Insulated Gate Bipolar Transistor
)と呼ばれる、１ｋＷ以上の電気機器および電子機器の電源やインバータ等に広く使われ
ているデバイスの後工程、すなわちチップを実装してパッケージングする工程で不良品を
検出し、市場での当該デバイスの故障を防止する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＧＢＴの市場は、産業機器向け、車載機器向け、民生機器向けの３分野に大きく分け
られる。産業機器向けで大きいのは、電車や産業ロボット、工作機械のモータ制御インバ
ータ用途である。車載機器向けでも、ハイブリッド自動車の駆動用モータとカー・エアコ
ン制御用のインバータ用途が多い。民生機器ではカメラのストロボ向けとエアコンのイン
バータ用途が主流である。特にハイブリッド自動車や電気自動車におけるＩＧＢＴ需要に
より、市場は拡大している。
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【０００３】
　ＩＧＢＴを用いた電力用半導体モジュールは、複数の電力用半導体デバイスを同一基板
上に密接して併設し、各電力用半導体デバイスと端子間を接合するボンディングワイヤも
、高密度で配線されている。電力用半導体デバイスと端子間をボンディングワイヤで接合
する場合、接合部やボンディングワイヤ表面の酸化膜の状態や作業上のボンディングワイ
ヤ装着圧力の変化などによりボンディングワイヤ接合不良が生じることがある。すなわち
、見掛け上は完全接合しているようでも、接合が不完全であると、接合部の抵抗がばらつ
き、電流が各電力用半導体デバイスに均等に流れず、一部の電力用半導体デバイスに大電
流が流れて破壊することにつながる。また、接合強度が低いと、機械的振動やヒートサイ
クル負荷により、接合部の断線につながるおそれがある。
【０００４】
　このようなボンディングワイヤ接合不良を、製造段階のボンディング工程後に検査でき
ると、出荷後の故障やトラブルを防止することができる。ボンディング工程後の検査に際
し、複数のボンディングワイヤに流れる電流を同時に測定するために、特許文献１には、
ボンディングワイヤに流れる電流により発生する磁束を測定する磁束検出装置をボンディ
ングワイヤの数だけ所定の間隔を開けて積層したセンサが開示されている。
【０００５】
　非特許文献１では、スイッチング電流のオンオフを繰り返すことで、ボンディングワイ
ヤ接合不良が発生し、接合部の接触抵抗が大きくなる等の問題点が指摘されている。
【０００６】
　特許文献２～４には、ボンディング方法に関する技術が開示されている。これらの技術
は、ボンディングワイヤを介してチップ電流を検出しており、チップの全電流しか測定で
きない。また接触型の測定であり、電流分布も測定できない。
【０００７】
　特許文献５には、試験片に荷重（外力）を印加して材料試験を行うよう構成された材料
試験機において、材料試験中の試験片の磁気データを検出する検出磁気検出手段を複数具
備して、試験片における異なる箇所の磁気データを検出するようにした材料試験機が開示
されているが、複数のボンディングワイヤに流れる電流を同時に測定するものではない。
【０００８】
　特許文献６には、所定周波数の電流を被測定物の一対の電極間に通電する通電手段と、
被測定物の複数の部分に対向して位置し、前記複数の部分に流れる電流によってそれぞれ
発生する磁界を検出して、検出磁界を表す信号を出力する磁界検出手段と、前記磁界検出
手段から出力される検出磁界を表す信号から、前記所定周波数に等しい周波数の信号成分
を取出す周波数成分取出手段と、前記周波数成分取出手段によって取出された信号成分か
ら、被測定物の複数の部分に前記所定周波数と等しい周波数でそれぞれ流れる電流の大き
さ及び向きを検出する電流分布検出手段とを備えた電流分布測定装置において、被測定物
の一対の電極のうちの一方の電極は、被測定物の複数の異なる位置にそれぞれ接合される
複数の電極端子を有し、前記通電手段は、前記複数の電極端子にそれぞれ異なる周波数の
電流を通電し、前記周波数成分取出手段は、前記磁界検出手段から出力される検出磁界を
表す信号から、前記異なる周波数にそれぞれ等しい周波数の信号成分を取出し、前記電流
分布検出手段は、前記異なる周波数ごとに、被測定物の複数の部分に流れる電流の大きさ
及び方向を検出する電流分布測定装置が開示されている。
【０００９】
　しかし、この電流分布測定装置では、磁界センサを複数配置する検出構造を取るが、一
つのセンサを２つの直交する磁界方向を検出できるように構成し、太陽光発電パネルの発
電セルの特性不良を電流磁界ベクトルの方向で検出することが目的であり、複数のボンデ
ィングワイヤに流れる電流を同時に測定する用途には適用できない。
【００１０】
　非特許文献２においては、パワーモジュールの初期不良を防ぐために、ＩＧＢＴチップ
のボンディングワイヤ上に、小さなコイルを有する非接触センサを有する電流信号分布測
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定装置を開示しているが、外部磁界やノイズの影響への対策には触れていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１３－７６５６９号公報
【特許文献２】欧州特許公開第２６７７５４１号公報
【特許文献３】米国特許第８５４１８９２号明細書
【特許文献４】米国特許第８００４３０４号明細書
【特許文献５】特開２０００－１５５０８３号公報
【特許文献６】特許第５１５２２８０号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Hamidi et al, "Reliability and lifetime evaluation of different 
wire bonding technologies for high power IGBT modules" Microelectronics Reliabil
ity 39 (1999) 1153-1158.
【非特許文献２】Tsukuda et al, "High-throughput DBC-assembled IGBT screening for
 power module," CIPS 2014.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述したように、電力用半導体モジュールは、電力用半導体デバイス電極とパッケージ
電極との間を複数本のボンディングワイヤで接合し、電力用半導体デバイス電極とパッケ
ージ電極との間での熱膨張係数の違いや車載搭載時の振動や衝撃を吸収しつつ、大電流伝
送を可能とする構造を形成している。
【００１４】
　ボンディングワイヤはボンディングワイヤ装着装置により接合されるが、ボンディング
ワイヤ接合不良により、断線や接触抵抗値が高い状態にある場合、他の正常なボンディン
グワイヤに分流することになる。
【００１５】
　このデバイス電流分流の変化は、電力用半導体試験工程における非常に短い時間での半
導体デバイス・パルス・スイッチング特性試験では、電力用半導体デバイスに流れる総合
電流の特性計測を目的としているため、各ボンディングワイヤに流れる電流信号の微妙な
特性変化は検出不可能である。これらの試験をすり抜け、隠れた瑕疵が存在する電力用半
導体デバイスデバイス製品は、市場にて車両や各種パワー制御機器に搭載され、過酷な環
境下で長時間動作する内に、ボンディングワイヤに局在する負荷の偏りが、電力用半導体
デバイスの素子寿命を著しく低下させ、予期せぬ機能障害をもたらす危険性をはらんでい
る。
【００１６】
　しかも、これら電力用半導体デバイス製品は、大電力小型化、高集積化されながら、社
会インフラの重要な運輸機構あるいは自然エネルギー生成などのエネルギーコントロール
部に搭載され、非常な勢いでその応用範囲を拡大しつつある。
【００１７】
　このため、これら機能障害は単なる装置機能停止では止まらず、社会生活根幹に多大な
影響及ぼすものとなる。
【００１８】
　本発明は、電力用半導体デバイスの配線材である複数のボンディングワイヤや配線路に
流れる電流分布の偏りなどの異常を、電流磁界を検出することにより非接触で検査診断し
、配線不良などによるデバイスの長期信頼性を損なう恐れのある隠れた瑕疵等の原因を検
査、診断、検出し、不良品を排除することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１９】
　前記課題を解決するため、本発明の第１の構成は、複数の電力用半導体デバイスのそれ
ぞれと基板間を、複数のボンディングワイヤで接合した電力用半導体デバイスのボンディ
ングワイヤ電流磁界分布検査診断方法において、
　前記複数のボンディングワイヤに流れる電流により生じる磁界を検出するとともに、前
記磁界に応じた電流を各ボンディングワイヤの電流としてそれぞれ出力する複数の電流セ
ンサを設け、
　前記電流センサにより予め採取した基準の電流磁界分布パターンと、新たに採取した電
流磁界分布パターンの特徴点比較を行い、予め指定された特徴点の差異を評価し、一定の
評価値以上の差異が認められた場合に異常として診断する
ことを特徴とする電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断方法
である。
【００２０】
　本発明の第２の構成は、第１の構成において、予め採取した基準となる電流磁界分布パ
ターンと、新たに採取した電流磁界分布パターンに対して、波形の時間軸を含めた各電流
センサの電流磁界信号波形の差分を時間軸に積算したサンプル差分積分信号を、電流セン
サ配列の空間軸上にプロットし、空間的な偏りの発生を異常特徴として評価検出し、異常
判定を行うことを特徴とする。
【００２１】
　本発明の第３の構成は、第１の構成において、予め採取した基準となる電流磁界標準信
号と、新たに採取した電流磁界検査信号に対して、各電流センサの電流磁界信号の差分を
サンプル期間毎に求め、前記差分を時間軸に積算し、得られた電流センサ別差分積算値と
予め設定された判定基準とを比較して、異常判定を行うことを特徴とする。
【００２２】
　本発明の第４の構成は、第１から３のいずれかの構成において、前記複数の電流センサ
の各出力信号の振幅及び周波数特性に対し、全ての出力特性がほぼ一致するように予め補
正を行うことを特徴とする。
【００２３】
　本発明の第５の構成は、第１から第４のいずれかの構成において、前記基準の電流磁界
分布パターン及び前記新たに採取した電流磁界分布パターンは、それぞれ、前記電流セン
サにより検出した電流磁界から本来採取すべき電流磁界信号を著しく妨害する、検査環境
に存在する不要な磁界輻射ノイズである環境ノイズ（以下、単に「環境ノイズ」という。
）を除去した信号を用いることを特徴とする。
【００２４】
　本発明の第６の構成は、第１から第４のいずれかの構成において、前記基準の電流磁界
分布パターン及び前記新たに採取した電流磁界分布パターンは、それぞれ、前記電流セン
サにより検出した環境ノイズを含む原信号を用いることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の第７の構成は、複数の電力用半導体デバイスのそれぞれと基板間を、複数のボ
ンディングワイヤで接合した電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検
査診断装置において、
　前記複数のボンディングワイヤに流れる電流により生じる磁界を検出するとともに、前
記磁界に応じた電流を各ボンディングワイヤの電流としてそれぞれ出力する複数の電流セ
ンサと、
　前記電流センサにより予め採取した基準の電流磁界分布パターンと、新たに採取した電
流磁界分布パターンの特徴点比較を行い、予め指定された特徴点の差異を評価し、一定の
評価値以上の差異が認められた場合に異常として診断する異常診断手段と
を設けたことを特徴とする電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布検査
診断装置である。
【００２６】
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　本発明の第８の構成は、第７の構成において、前記異常診断手段は、予め採取した基準
となる電流磁界分布パターンと、新たに採取した電流磁界分布パターンに対して、波形の
時間軸を含めた各電流センサの電流磁界信号波形の差分を時間軸に積算する差分積算手段
と、
　前記差分積算手段により積算されたサンプル差分積分信号を、前記電流センサ配列の空
間軸上にプロットし、空間的な偏りの発生を異常特徴として評価検出し、異常判定を行う
異常判定手段と
を含むことを特徴とする。
【００２７】
　本発明の第９の構成は、第７の構成において、前記異常診断手段は、予め採取した基準
となる電流磁界標準信号と、新たに採取した電流磁界検査信号に対して、各電流センサの
電流磁界信号の差分をサンプル期間毎に求め、前記差分を時間軸に積算する電流センサ別
差分積算手段と、
　得られた電流センサ別差分積算値と予め設定された判定基準とを比較して、異常判定を
行う異常判定手段と
を含むことを特徴とする。
【００２８】
　本発明の第１０の構成は、第７から９のいずれかの構成において、全ての出力特性がほ
ぼ一致するように予め補正を行う電流センサ別出力特性補正手段を有することを特徴とす
る。
【００２９】
　本発明の第１１の構成は、第７から第１０のいずれかの構成の異常診断手段において、
前記基準の電流磁界分布パターン及び前記新たに採取した電流磁界分布パターンは、それ
ぞれ、前記電流センサにより検出した環境ノイズを除去した信号を用いることを特徴とす
る。
【００３０】
　本発明の第１２の構成は、第７から第１０のいずれかの構成の異常診断手段において、
前記基準の電流磁界分布パターン及び前記新たに採取した電流磁界分布パターンは、それ
ぞれ、前記電流センサにより検出した環境ノイズを含む原信号を用いることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、電力用半導体デバイスの配線材である複数のボンディングワイヤや配
線路に流れる電流分布の偏りなどの異常を、電流磁界を検出することにより非接触で検査
診断し、配線不良などによるデバイスの長期信頼性を損なう恐れのある隠れた瑕疵等の原
因を検査、診断、検出し、不良品を排除することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施の形態に係る電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界
分布検査診断を実施する電流磁界分布解析装置の構成例を示す装置構成図である。
【図２】本実施の形態に係るモジュール２０の構成例と各種電流磁界の影響を示す図であ
り、（ａ）はコイルの配置が電力用半導体デバイス（ＩＧＢＴ）１０のボンディングワイ
ヤに対して正面視で示したものであり、（ｂ）は側面視で示したものである。
【図３】本実施の形態に係る電流磁界分布解析装置１００のソフトウエア機能的ブロック
図である。
【図４】本実施の形態に係るセンサアレイモジュール２０の各電流センサ出力特性の特性
補正を行うための単発矩形波レスポンス波形データによる補正の説明図である。
【図５】８本の接合正常なボンディングワイヤを１６チャンネルのセンサアレイモジュー
ル２０で測定した場合のボンディングワイヤの並び方向である空間軸方向、信号変化時間
軸方向及び信号振幅方向に立体的に面で表した電流磁界波形の分布パターン（電流磁界分



(8) JP 2016-151569 A 2016.8.22

10

20

30

40

50

布パターン）を示すものであり、（ａ－１）はボンディングワイヤの平面視図、（ａ－２
）は各電流センサ出力の電流磁界測定データの平面視図、（ｂ－１）はボンディングワイ
ヤの側面視図、（ｂ－２）は電流磁界測定データの側面視図、（ｃ－１）はボンディング
ワイヤの斜視図、（ｃ－２）は電流磁界測定データの斜視図、（ｄ）は電流磁界測定デー
タの正面視図、（ｅ）はボンディングワイヤが基板にしっかりと接合されている状態の側
面視図、（ｆ）は（ｅ）の接合状態の時の正常応答を示す電流磁界波形図である。
【図６】８本のボンディングワイヤのうち、６番目のボンディングワイヤＢ６が接合不良
の時の各ボンディングワイヤに流れる電流を１６チャンネルのセンサアレイモジュール２
０で測定した場合、前記同様に立体的に表した電流磁界分布パターンを示すものであり、
（ａ－１）はボンディングワイヤの平面視図、（ａ－２）は各電流センサ出力の電流磁界
測定データの平面視図、（ｂ－１）はボンディングワイヤの側面視図、（ｂ－２）は電流
磁界測定データの側面視図、（ｃ－１）はボンディングワイヤの斜視図、（ｃ－２）は電
流磁界測定データの斜視図、（ｄ）は電流磁界測定データの正面視図、（ｅ）はボンディ
ングワイヤの片方が接合不良で、抵抗を有している状態の側面視図、（ｆ）は（ｅ）の状
態の応答を示す電流磁界波形図である。
【図７】ボンディングワイヤに流れる電流を測定する場合にセンサアレイモジュール２０
の電流センサ（ＣＳ１からＣＳ１６まで）がボンディングワイヤ接合不良以外から影響を
受けるばらつきの原因を示す説明図である。
【図８】電流磁界の三次元分布の正面投影図であり、検査サンプル信号（ａ）にボンディ
ングワイヤ接合不良が生じていた場合、標準サンプル平均信号波形（ｂ）に対するサンプ
ル差分積分信号（ｃ）の関係を示したものである。
【図９】サンプル差分積分信号図８の（ｃ）及びフロアノイズＤの形状から見たいくつか
の不良例のパターンを示すものであり、（ａ）はピークが１つ際立っている場合、（ｂ）
はピークが複数（２つ）離れている場合、（ｃ）はピークが複数（２つ）近接している場
合、（ｄ）はピークが端に寄っている場合、（ｅ）は端のピークが低い場合、（ｆ）は全
体的に低いピークが生じているが、所々でフロアノイズレベルＤを超えている場合を示し
ている。
【図１０】ボンディングワイヤの試験パルス応答を示すものであり、ＳTは試験対象の電
力用半導体デバイスの入力ゲートに印加される試験パルス信号、ＳCはセンサアレイモジ
ュール２０の電流センサＣＳ１からＣＳ１６の出力信号の代表例の一つを示している。
【図１１】サンプル差分信号から差分信号積算値を求める方法と不良判定に用いる二種類
の判定基準である第一判定基準２００及び第二判定基準２０１の設定方法を示す説明図で
ある。
【図１２】図１１に示した第一判定基準２００を用いて分析し、判定閾値１（１σ）及び
判定閾値２（２σ）により判定した実測例を示す実測値プロットである。
【図１３】図３のＧＯ／ＮＯ ＧＯ判定機能１３３で実行される、本発明のボンディング
ワイヤ電流磁界分布検査診断方法の処理ステップを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら具体的に説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る電力用半導体デバイス（ＩＧＢＴ）のボンディング
ワイヤ電流磁界分布検査診断を実施する電流磁界分布解析装置１００を中心とした検査診
断装置構成を示す図である。この電流磁界分布解析装置１００は、検査対象の電力用半導
体デバイス（ＩＧＢＴ）１０の複数のボンディングワイヤ（図２（ａ）及び（ｂ）のボン
ディングワイヤＢ１～Ｂ８）に流れる電流により発生する電流磁界を非接触で同時に測定
するセンサアレイモジュール２０からの出力信号を入力し、数学演算を施し、ボンディン
グワイヤ上の電流分布の増減ばらつき度合いを検査し、電力用半導体デバイス１０に内在
する製造上の欠陥を検出するものである。前述の一連の製品欠陥検査判定機能はＩＧＢＴ
試験用検査装置４０に収容され、電力用半導体デバイス１０の性能仕様を試験するデバイ
ス・パルス・スイッチング特性試験と同時並行に動作機能するものである。
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【００３４】
　電流磁界分布解析装置１００には、センサアレイモジュール２０からの複数の電流セン
サ出力（本実施例では図２のＣＳ１からＣＳ１６の１６チャンネルの構成である）のアナ
ログ信号出力が入力され、高速ディジタイザ１１０で高速サンプリング後、ディジタル信
号に変換される。このディジタル信号は、ソフトウエア解析演算処理部１２０でディジタ
ル数学演算が施され、センサアレイモジュール２０の各電流センサ出力の信号特性のばら
つき補正の前処理を施す周波数成分補正を行った後、前もって計算範囲設定や閾値設定が
施された判定基準データを元に試験パルスによりボンディングワイヤに流れる特徴的な応
答波形の電流分布を測定し、特徴的な変位を抽出し、電力用半導体デバイスの正常／異常
判定を行う。具体的には、図３に示すソフトウエア機能ブロック図に基づいて説明する。
【００３５】
　センサアレイモジュール２０は図２の（ａ）に示すような構造をしている。ボンディン
グワイヤＢ１～Ｂ８に対してコイルＣ１～Ｃ１６が平行になるように一直線に並べられた
構造を取っている。（ｂ）はボンディングワイヤＢ１～Ｂ８とコイルＣ１～Ｃ１６の側面
から視た位置関係を示すものである。コイルＣ１～Ｃ１６にはボンディングワイヤに流れ
る電流により生じる電流磁界ＢＷＣ１～ＢＷＣ８により電流が発生し、信号増幅とコイル
特有の出力特性に対する周波数補正を行うアンプ回路Ａ１～Ａ１６に入力され、増幅、周
波数特性補正された信号は電流センサＣＳ１～ＣＳ１６の出力として、図１の電流磁界分
布解析装置１００の高速ディジタイザ１１０に入力される。このように構成された１６チ
ャンネルの独立した一連のコイルＣ１～Ｃ１６とアンプ回路Ａ１～Ａ１６の電流センサ構
造では製造ばらつきによりチャンネル間の微妙な特性の差が発生してしまう場合がある。
この出力特性のばらつきはその後のボンディングワイヤＢ１～Ｂ８の電流分布検出に支障
を来すため、前述ソフトウエア解析演算処理部１２０にてばらつき特性補正を行う必要が
ある。
【００３６】
　また図２には、センサアレイモジュール２０をＩＧＢＴ試験用検査装置４０に装着し電
力用半導体デバイス１０のボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断を行う場合、本来の
検査目的のボンディングワイヤ電流磁界ＢＷＣ１～ＢＷＣ８以外に検査装置内部の構造に
起因する様々な環境磁界ノイズの影響を受ける状況の一例を示している。試験電流端子５
０は電力用半導体デバイス１０のボンディングワイヤＢ１～Ｂ８の接続される基板電極端
子に接触し、試験電流５１を供給する。この時試験電流５１により発生する試験電流端子
磁界ＴＴＣは、ボンディングワイヤにより発生するボンディングワイヤ電流磁界ＢＷＣ１
～ＢＷＣ８の総和の電流磁界値（ＩＧＢＴモジュールの場合パッケージされる電力用半導
体デバイスの搭載個数により更に総和の電流磁界値は大きくなる）よりも極端に大きな値
になり、センサアレイモジュール２０のコイルＣ１～Ｃ１６にノイズとして影響を与える
。
【００３７】
　これら環境磁界ノイズはボンディングワイヤの近傍の電流磁界と異なり、検査装置内部
の広い範囲に広がる広域的なノイズ成分として捉えることができる。測定時、センサアレ
イモジュール２０のコイルＣ１～Ｃ１６がボンディングワイヤＢ１～Ｂ８近傍に位置する
位置を基準位置５２とすると、当該位置ではボンディングワイヤ電流磁界ＢＷＣ１～ＢＷ
Ｃ８の影響を受けると共に試験電流端子磁界ＴＴＣの影響も同時に受ける。一方ボンディ
ングワイヤＢ１～Ｂ８よりもコイルＣ１～Ｃ１６の位置が偏位し偏位位置５３に位置する
場合、試験電流端子磁界ＴＴＣは同程度の影響を受けるが、ボンディングワイヤ電流磁界
ＢＷＣ１～ＢＷＣ８の影響は薄れる状態になる。
　以上のことから基準位置５２で検出した電流センサＣＳ１～ＣＳ１６出力値から偏位位
置５３で検出した電流センサＣＳ１～ＣＳ１６出力値を差し引くことにより、広域的なノ
イズ成分である環境磁界ノイズ影響を差し引くことも可能となる。
【００３８】
　次に図３を用いてソフトウエア解析演算処理部１２０のソフトウエア処理構成の機能説
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明を行う。高速ディジタイザ制御機能ブロック１２２は、人間の操作インターフェースを
介在し、ハードウエアである高速ディジタイザ１１０の、サンプリング速度設定、入力ス
ケーリング設定、入力チャンネル選択設定、入力極性切換、入力インピーダンス切換、入
力カプリングＡＣ／ＤＣ切換、入力トリガレベル設定（トリガ入力は図１０の試験パルス
ＳTの最初の立ち上がりをサンプリング開始とする。）などの設定制御を行う。データ取
り込み機能ブロック１２４は、高速ディジタイザ１１０が変換したディジタル信号を記憶
部である取得データメモリ１２５内に取り込む制御を行う。自動レンジデータ取得機能ブ
ロック１２３は、取得データメモリ１２５に記憶されたサンプリングされたディジタル信
号を読出し、高速ディジタイザ１１０内部のＡ／Ｄ変換器のサンプリング値が最も効率の
良いスケーリングとなるように高速ディジタイザ制御機能ブロック１２２に対して制御指
示を行う。データ取り込み機能ブロック１２４に対しては、Ａ／Ｄ変換の最適値で取り込
めるよう複数回のサンプル波形データ取得を指示する。また取得されたディジタル信号を
次処理ブロックである周波数成分補正機能ブロック１２６に引き渡す。
【００３９】
　周波数成分補正機能ブロック１２６は、自動レンジデータ取得機能ブロック１２３でス
ケール最適化確認された後の、波形ディジタル信号に対して、図２のセンサアレイモジュ
ール２０内部の電流センサＣＳ１～ＣＳ１６出力特性の微妙なばらつきに対して周波数特
性補正やゲイン調整を施す。具体的な演算補正パラメタの算出方法は図４の（ａ）～（ｃ
）の波形を用いて説明する。
【００４０】
　前記センサアレイモジュール２０の各電流センサＣＳ１～ＣＳ１６の出力の増幅度及び
周波数特性の補正を行う二つの演算補正パラメタすなわち振幅補正値Ａj及び減衰時定数
補正値Ｂjは、図４（ａ）に示す補正用に使用する試験パルス入力（ａ）に対する各電流
センサＣＳ１～ＣＳ１６の出力波形データＶｉと、予め正常な電力用半導体デバイスにつ
いて測定した波形データに基づいて作成した図４（ｂ）に示す理想的な基準出力波形Ｖre

fとの比較補正をすることにより求められる。本来センサアレイモジュール２０の各電流
センサＣＳ１～ＣＳ１６を構成する各アンプ回路Ａ１～Ａ１６の増幅度及び周波数特性は
試験用パルス入力（ａ）に対する基準出力波形Ｖrefに一致するように設計されているが
、電流センサＣＳ１～ＣＳ１６を構成するコイルＣ１～Ｃ１６のパターン形成過程中のば
らつきやアンプ回路Ａ１～Ａ１６を構成する部品の微妙なばらつきにより出力特性の微妙
な違いとなって現れている。図４の（ｂ）に示すＶiは補正対象となるセンサアレイモジ
ュール２０の補正前の各電流センサＣＳ１～ＣＳ１６の出力波形の一つの例を示す。
　各電流センサＣＳ１～ＣＳ１６の出力波形データＶiに対する補正は、次の（１）式で
導出される。
【００４１】
【数１】

　ここで、ｉは電流センサチャンネル番号、Ａjは振幅補正値、Ｂjは減衰時定数補正値（
＝ΔＣＲ）である。
　図４（ｂ）に示すように、測定した波形データＶiには、０Ｖ基準（０電圧）に対する
オフセット電圧Ｖoffが生じていたり、振幅Ｖiの振幅Ａiが基準波形の振幅Ａrefとずれて
いたり、また減衰曲線の傾きが違っていたり、さらに下降エッジの時間にずれΔＴiが生
じていたりする。そこで、まず、図４（ｃ）に示すように、Ｖoffの除去と、振幅Ａiの補
正と、下降エッジの時間ずれΔＴiをゼロとする時間補正を行った上でＡref＝Ａiとなる
ように振幅補正値Ａjを算出する（実施例ではおよそ０．７～１．３程度）。
【００４２】
　次に、減衰時定数Ｂiの修正を行う。減衰時定数補正値Ｂjは図４（ｃ）に示すように基
準出力波形Ｖrefの時定数Ｂrefと波形データＶiの時定数Ｂiの差で与えられる。図４（ｃ
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）の例の場合ＢiはＢrefに比べると大きいため補正符号はマイナスとなる。Ｂjの符号を
含めた算出式はＢj＝Ｂref－Ｂiで与えられる。なお、実際の波形データＶiに対する演算
補正は波形の立ち下がりエッジのＶrefに対する収斂度として、極力Ｖie＝０Ｖとなるよ
うな値にＢjを選定する。これらの計算結果の各電流センサＣＳ１～ＣＳ１６の出力補正
値（振幅補正値Ａi及び減衰時定数補正値Ｂj）を周波数成分補正機能ブロック１２６の演
算補正パラメタとして組み込み（１）式を用いて各電流センサ出力補正演算を行う。なお
一度算出した演算補正パラメタすなわち補正値（振幅補正値Ａi及び減衰時定数補正値Ｂj

）は、センサアレイモジュール２０が別の個体と交換されることがない限り同一補正値が
使用される。一方センサアレイモジュールが別の個体と交換された場合には、前記手順に
従い再度補正値を算出し直し、その個体特有の補正値として適用する必要がある。
【００４３】
　データ選択機能ブロック１２８は、データ保存／読み出し機能ブロック１３０の制御に
より、周波数成分補正機能ブロック１２６からの出力ディジタル信号を入力し、取得デー
タメモリ１２５とのディジタル信号の入出力選択し、データ表示制御機能ブロック１２９
とＧＯ／ＮＯ ＧＯ判定機能ブロック１３３にディジタル信号を選択し、引き継ぐ。
　データ表示制御機能ブロック１２９は、データ保存／読み出し機能ブロック１３０の制
御により、データ選択機能ブロック１２８の出力するディジタル信号を取り込み、人間の
操作インターフェースを介し、以下に示す各種表示形式に変換する。二次元（２Ｄ）表示
機能Ｇ１は各電流センサ別に色分けし、振幅方向と時間軸方向のスケーリングを合わせた
電流磁界波形の各電流センサチャンネルの側面視の二次元重ね表示を行う。三次元（３Ｄ
）表示機能Ｇ２は、各電流センサ別の二次元表示波形を電流センサ毎の物理的並び方向の
空間に等間隔に並べ、斜め上方視点から俯瞰する表示機能であり、図５の（ｃ－２）ある
いは図６（ｃ－２）に示したような特徴的な波形形状をつかみやすくための表示機能であ
る。また、操作インターフェースを介し、視点切り替えや表示する電流センサチャンネル
の順番切り替えを行う。等高線表示機能Ｇ３は、振幅に色付けを行い振幅軸上方から捉え
た二次元画像化表示機能であり、図５の（ａ－２）あるいは図６の（ａ－２）に示す波形
のように、信号振幅を二次元平面上で等高線色分けし、捉え易くする機能である。また、
操作インターフェースを介し、表示色味割り付けが可能である。
【００４４】
　データ保存／読み出し機能ブロック１３０は、人間の操作インターフェースを介し、取
得データメモリ１２５に対して波形データであるディジタル信号やスケーリング値、サン
プリング間隔情報、その他演算に必要な付加情報などの保存あるいは読み出し制御を行い
、データ選択機能ブロック１２８に対して、ディジタル信号の入力ソース切り替え制御を
行い、データ表示制御機能ブロック１２９に対して、データ表示制御機能ブロック１２９
で変換された各種表示波形データを視点角度や表示電流センサチャネル順序など付加情報
と共に取得データメモリ１２５に保存する制御を行う。
【００４５】
　特徴点マーキング機能ブロック１３１は、人間の操作インターフェースを介し、取得デ
ータメモリ１２５にあらかじめ格納されている任意の波形データのディジタル信号をその
付帯データ（サンプリングビット数、サンプリングスケール値やサンプリング時間間隔な
ど）と共に、データ選択機能ブロック１２８を経由し読み出し、図１０と図１１に示す本
発明の判定に用いるディジタル信号演算範囲の積分計算区間の設定を行う。
　特徴点マーキングの際、特徴点マーキング表示機能Ｇ４では、データ表示制御機能ブロ
ック１２９の等高線表示機能Ｇ３で生成された等高線表示情報と同様な波形表示を用いて
、ボンディングワイヤ結合不良による波形変化の最も現れやすいと想定される領域を関心
領域マーカにより選択設定する。
　マーキングされた関心領域（積分計算区間）は領域を設定した波形情報のディジタル信
号と共に比較データメモリ１３２に保存される。
【００４６】
　ＧＯ／ＮＯ ＧＯ判定機能ブロック１３３は、データ選択機能ブロック１２８から出力
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される被検査波形のディジタル信号と比較データメモリ１３２に格納された検査基本波形
の複数のディジタル信号及び関心領域情報（積分計算区間）を用いて図１３に示すソフト
ウエアアルゴリズムに従い検査・可否判定を行い、結果表示Ｇ５で“正常”，“不良”及
び“疑わしい”旨の表示を行う。なお、前述ＧＯ／ＮＯ ＧＯ判定機能ブロック１３３で
は検査基本波形の複数のディジタル信号を用い、前もって図１１で示される第一判定基準
２００の判定閾値１（１σ）及び判定閾値２（２σ）と、第二判定基準２０１の判定閾値
１（１σ）、判定閾値２（２σ）及び判定閾値３（１．５σ）の算出を行って、比較デー
タメモリ１３２に格納しておき、図１３のソフトウエアアルゴリズムの各判定ステップで
使用する。
【００４７】
　図５は、８本の接合正常のボンディングワイヤを１６チャンネルのセンサアレイモジュ
ール２０で測定した場合の各電流センサＣＳ１～ＣＳ１６の並び空間軸方向、信号変化時
間軸方向及び信号振幅方向に立体的に面で表した電流磁界分布波形の分布パターンである
電流磁界分布パターンを示すものであり、（ａ－１）はボンディングワイヤＢ１～Ｂ８の
平面視図、（ａ－２）は各電流センサチャンネルの測定データの平面視図、（ｂ－１）は
ボンディングワイヤの側面視図、（ｂ－２）は測定データの側面視図、（ｃ－１）はボン
ディングワイヤの斜視図、（ｃ－２）は測定データの斜視図、（ｄ）は測定データの正面
視図、（ｅ）はボンディングワイヤが基板にしっかりと接合されている状態の側面視図、
（ｆ）は（ｅ）の接合状態の時の正常応答を示す電流磁界波形図である。この接合正常状
態では、全電流センサチャンネルの電流磁界分布波形測定データの三次元分布は（ｄ）の
正面視図に示すように、ボンディングワイヤＢ１～Ｂ８の数の小さな起伏を示す。このよ
うにセンサアレイモジュール２０を用いて測定した信号波形は時間軸方向（試験パルス信
号変化方向）、空間軸方向（センサアレイモジュール２０の複数の電流センサＣＳ１～Ｃ
Ｓ１６の並び方向）及び各電流センサ出力の信号振幅方向（信号強度）で示される海の波
のような複雑な波面変化でその特徴を捉えることができる。
【００４８】
　一方、図６は、８本のボンディングワイヤのうち、６番目のボンディングワイヤＢ６が
接合不良の時の各ボンディングワイヤＢ１～Ｂ８に流れる電流を１６チャンネルのセンサ
アレイモジュール２０で測定した場合、前記同様に立体的に表した電流磁界分布波形図を
示すものであり、（ａ－１）はボンディングワイヤの平面視図、（ａ－２）は各電流セン
サチャンネルの測定データの平面視図、（ｂ－１）はボンディングワイヤの側面視図、（
ｂ－２）は測定データの側面視図、（ｃ－１）はボンディングワイヤの斜視図、（ｃ－２
）は測定データの斜視図、（ｄ）は測定データの正面視図、（ｅ）はボンディングワイヤ
の片方が接合不良で、微小な抵抗を有している状態の側面視図、（ｆ）は（ｅ）の状態の
応答を示す電流磁界波形図である。このようにボンディングワイヤの一部に接合不良があ
ると、それが抵抗値の上昇となり、電流が小さくなりそれが電流磁界波形振幅の減少とな
って現れ、また試験パルス応答の微妙な応答遅延となって現れる。この電流磁界分布波形
値を、予め設定した基準となる電流磁界分布波形と比較することにより、ボンディングワ
イヤＢ６の不良を検査することができる。しかしながら、実際には次の図７に示すように
多くの機構的な位置合わせばらつきや製造上のばらつき、あるいはＩＧＢＴ試験用検査装
置４０の内部の試験用電源供給電極や試験用負荷のインダクタなどから発生する、強力な
環境磁界ノイズなどが外乱となって発生するため、単純な差分検査では電力用半導体デバ
イス１０の不良検査は難しい。
【００４９】
　各ボンディングワイヤＢ１～Ｂ８に流れる電流のばらつきは、接合不良の他に、図７に
示すように、ボンディングワイヤＢ１～Ｂ８の形状や傾きのばらつきによっても生じる。
すなわち、ボンディングワイヤＢ１～Ｂ８は、全てがきれいに直線上に並んでいるのでは
なく、電力用半導体デバイス１０の素子内の垂直方向に流れる「面電流」を向上させるた
めに図５の（ａ－１）（ｂ－１）（ｃ－１）、図６の（ａ－１）（ｂ－１）（ｃ－１）及
び図７の（ａ）に示すように、千鳥状に配置されることが多い。また、ボンディングワイ
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ヤＢ１～Ｂ８をデバイス電極面や基板電極端子面に圧着接合する際、完全に垂直ではなく
、図７（ｂ）に示すように多少の傾きが生じる。さらに、センサアレイモジュール２０の
電流センサＣＳ１～ＣＳ１６のコイルＣ１～Ｃ１６のボンディングワイヤＢ１～Ｂ８に対
する近接位置には、センサアレイモジュール２０をＩＧＢＴ試験用検査装置４０の内部の
デバイス試験治具に固定する際の多少の相対位置ばらつき（±Δｘ、±Δｙ、±Δｚ）が
生じる。このような各種の影響が複雑に影響し合うと、図７（ｄ）に示すように、センサ
アレイモジュール２０のコイルＣ１～Ｃ１６は均一に配置されていても、全電流センサＣ
Ｓ１～ＣＳ１６の各チャンネルが検出する電流磁界波形には、図７（ｃ－２）に示すよう
にばらつきが生じる。これらのばらつきは各電流センサの電流磁界分布検出の際の信号入
力の偏差値（図７（ｃ－１））として認識される。一般にこれら相対位置ばらつきは、各
電流センサＣＳ１～ＣＳ１６の出力信号値の求める標準信号レベルに対して傾向的な信号
影響を伴うことが多い。このことは後の図１１の第二判定基準２０１の判定閾値１、判定
閾値２及び判定閾値３を用いたフロアノイズ判定として応用される。
　なお、機構的な相対位置のばらつきによる電流磁界分布波形のばらつきは、図６に示す
接合不良による電流磁界分布波形のばらつきとは傾向が異なる。このことを踏まえ、ボン
ディングワイヤＢ１～Ｂ８の接合不良を、前記機構的な位置合わせ相対バラツキによる影
響や、図２のセンサアレイモジュール２０の電流センサＣＳ１～ＣＳ１６を構成するアン
プ回路Ａ１～Ａ１６の信号ノイズ比（以降Ｓ／Ｎ比という）を劣化させるＬＳＩ回路の熱
雑音の影響、あるいは同じく図２で説明した試験電流端子５０から発生する試験電流端子
磁界ＴＴＣの影響など測定環境を取り巻く各種外乱ノイズを伴う電流センサＣＳ１～ＣＳ
１６の出力信号の中から、高精度に識別するために、本発明では、以下に示す方法で診断
するようにしている。
【００５０】
　本発明においては、図８に示す電流磁界の三次元分布の正面視図のように、予め採取し
た接合不良がない正常な電力用半導体デバイスにおける各ボンディングワイヤＢ１～Ｂ８
の電流磁界分布である標準サンプル平均信号（ｂ）と検査サンプル信号（ａ）の差分を取
ると、サンプル差分積分信号（ｃ）で示すように、時間軸（図奥行き方向）に積算する差
分の積分が得られる。この信号差分値の時間軸方向に積算したサンプル差分積分信号（ｃ
）において、フロアノイズＤよりもピークが高い部分がボンディングワイヤ接合不良部分
であると判定できる。このフロアノイズＤは、主にボンディングワイヤ接合不良が発生す
ると、減少した電流は他の正常なボンディングワイヤに分流する性質があるために生じる
などに起因するものである。
【００５１】
　図９は図８に示したサンプル差分積分信号（ｃ）のいくつかの不良パターンを示すもの
であり、図９（ａ）はピークが１つ際立っており、電流センサＣＳ１２近傍で大きなボン
ディングワイヤ接合不良を検出している場合、（ｂ）はピークが複数（電流センサＣＳ６
と電流センサＣＳ１２の近傍の２つ）離れている場合、（ｃ）はピークが複数（電流セン
サＣＳ１０と電流センサＣＳ１２の２つの近傍）近接している場合、（ｄ）はピークが電
流センサＣＳ１の端に寄っている場合、（ｅ）は電流センサＣＳ１の端で且つピークが低
い場合、（ｆ）は全体的に非常に低いピークが生じているが、電流センサＣＳ１またはＣ
Ｓ２近傍または電流センサＣＳ８及びＣＳ１０近傍の所々でフロアノイズレベルＤを超え
ている場合を示している。特に（ｅ）や（ｆ）のような条件のサンプル差分積分信号（図
８（ｃ））のボンディングワイヤ接合不良部の信号レベルの低いものや全体的にランダム
なものが存在すると不良判定が難しくなる。
【００５２】
　ところで、本発明の実施の形態では、信号差分を求める元になる標準サンプル平均信号
［基準波形］（ｂ）と検査サンプル信号［現在測定波形］（ａ）は、既に図２のセンサア
レイモジュール２０の曝される環境磁界ノイズで説明したように、信号測定を行ったＩＧ
ＢＴ試験用検査装置４０の装置機構構造特有の環境磁界ノイズを含んだ信号となる。この
ことは前述の信号差分で個々の電力用半導体デバイスのボンディングワイヤ電流磁界分布
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のばらつき判定を行う場合、大きな外乱ノイズとなり支障を来す場合がある。このため、
環境磁界ノイズの影響を標準サンプル平均信号（ｂ）［基準波形］算出の元となるＮ個の
標準波形信号サンプル取得時に前もって除去する処理を行っておくことは、標準サンプル
平均信号（ｂ）［基準波形］データの検査装置間の可搬性を高める効果がある。
【００５３】
　その一つの例は、既に図２で説明したようにセンサアレイモジュール２０の電力用半導
体デバイス１０のボンディングワイヤＢ１～Ｂ８の電流磁界計測の位置の基準位置５２と
ボンディングワイヤＢ１～Ｂ８から遠ざかった偏位位置５３で同じ試験パルス信号応答の
差分を取るものである。
【００５４】
　前記の二つの偏位位置における信号波形計測の方法は具体的に、センサアレイモジュー
ル２０の計測位置を基準位置５２と偏位位置５３の二つの位置に移動し、それぞれ同じ試
験パルス信号ＳTにて計測する方法と、センサアレイモジュール２０の電流センサＣＳ１
～ＣＳ１６の構造のコイル位置を基準位置５２と偏位位置５３の両方に設ける機構的構造
を取る方法によっても可能である。
　なおコイル位置を複数設け信号差分を取る方法は前記の電流センサ出力後のアナログ演
算やディジタル演算によっても可能であるし、また基準位置５２と偏位位置５３のそれぞ
れのコイルの磁束に対する起電力の極性方向の異なる巻き線方向の異なるコイル信号出力
極性で相殺するよう結線することによっても実現可能である。
　また、前記の複数のコイルＣ１～Ｃ８は磁気抵抗素子など他の磁気検出素子に置き換え
られても構わない。
　基準位置５２と偏位位置５３での信号波形の差分をとることにより、鋭敏な電流センサ
周囲に複雑な形状で、ともすると電流センサ検出信号に有害な誘導磁界影響を与えてして
しまう恐れのある防磁シールドのような特殊な構造を付加することなく、環境磁界ノイズ
信号を相殺することができる。
【００５５】
　本発明の実施例では、標準サンプル平均信号（ｂ）［基準波形］を測定するＩＧＢＴ試
験用検査装置４０と検査サンプル信号（ａ）［現在測定波形］を測定するＩＧＢＴ試験用
検査装置４０とが同じ装置であることを前提として説明しており、センサアレイモジュー
ル２０のコイルＣ１～Ｃ１６に及ぼす環境磁界ノイズ（図２に示す例として試験電流端子
磁界ＴＴＣなど）の影響は同等であると考えることができ、後に説明する（３）式の電流
センサ別差分積算値Ｄ(i,j)及び後に説明する（４）式の電流センサ総合差分積算値ＤA(i

)の演算結果には環境磁界ノイズが差し引き相殺されていることになる。
　そこで、本発明の実施例の形態では、電流センサＣＳ１～ＣＳ１６の高さを異ならせて
それらの差分を取ることによりノイズを相殺するという工程を省略し、環境ノイズを含ん
だままの基準波形と測定波形を用いることとした。以下、説明する。
【００５６】
　図１１（ａ）に示す各マス目の数値は、標準サンプル平均信号［基準波形］と検査サン
プル信号［現在測定波形］の各サンプル時間タイミングにおける符号付き（図１０の電流
センサ出力信号（ｂ）の０Ｖ基準を中心）差分値である。説明図では説明簡略化のため、
１や４などに置数しているが、実際は図１１（ｂ－１）に示すボンディングワイヤの磁界
電流を検出する電流センサＣＳ１～ＣＳ１６の出力値（図１１（ｂ－２）参照）（約±１
０００．０ｍＶ）の差分値であり実際は±３００．０ｍＶ前後の値で変位する。
　サンプル差分積分信号（図８の（ｃ）と図９の（ａ）～（ｆ）の例）は、図１１（ｃ）
に示す各電流センサ（ＣＳ１～ＣＳ１６）の積分計算区間Ｔｉの積算値である各電流セン
サ差分積算値の連なりを示す情報である。
【００５７】
　前記積分計算区間Ｔｉにおいて（ａ）の各マス目の差分値を積算することの利点は、一
つのサンプル時間のタイミングの瞬時値、すなわち（ａ）のマス目の値にスパイクノイズ
などの急峻な変化を捉えた場合、時間軸積分により全体に平準化できることと、また、ボ
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ンディングワイヤ接合不良が発生した場合、信号の特徴的な変化が現れ易い点、すなわち
差分値が大きくなり易い点（実施例では図１０のＳCで信号の最初の立ち下がり前後を指
定している（Ｔｉ））近傍の時間積分により、検出信号のＳ／Ｎ比をより向上できること
にある。
【００５８】
　本実施例では、評価基準として、第一判定基準２００と第二判定基準２０１の二つの基
準値を設ける。以下にそれぞれの判定基準の算出設定方法の説明を行う。
【００５９】
　図１１（ｆ）の第一判定基準２００は、各マス目のサンプリング差分値の絶対値の全電
流センサＣＳ１～ＣＳ１６及び積分計算区間Ｔiにおける積算値を元に計算される。第一
判定基準２００の目的は全ての電流センサの差分信号を一度に評価し、本来ボンディング
ワイヤ電流磁界分布ばらつき不良は多くないことを前提に検査判定速度を高めることを目
的としている。
　まず任意の電流センサ出力値の任意のサンプリング時点における振幅の、不良の含まれ
ない電力用半導体デバイスの予め計測したサンプル個体数Ｎで平均した、平均値を（２）
式により求める。
【００６０】
【数２】

（Ｘ (i,j,k)：電力用半導体デバイスの一つの個体計測するところの、一つの電流センサ
チャンネルの、一つのサンプリング時点での符号付き信号振幅値，ｉ：１からＮ個の電力
用半導体デバイスのサンプル個体数を与える値。ｊ：１からＣ個までの任意の電流センサ
（ＣＳ１～ＣＳ１６）数を与える値で最大をＣとする。ｋ：１からＴまでの積分計算区間
Ｔiの任意のサンプリング時間位置を与える値で最大をＴとする。）
【００６１】
　次に（３）式で各電流センサ別に積分計算区間の任意のサンプリング時点での前記正常
なＮ個のサンプル信号と前記標準サンプル平均信号ＸA(j.k)との差を取り各電流センサ毎
のＮ個の分散を求める。信号は図１０のＳCに示すように０Ｖ基準値を中心に極性付振幅
の為各信号の絶対値を取り積分計算区間Ｔiで時間積分する。積分結果は二つの信号の差
分面積を意味する。
【００６２】
【数３】

　次に（４）式で各電流センサ別差分積算値であるＤ(i,j)を全電流センサ（ＣＳ１～Ｃ
Ｓ１６）で積算した値であり、電流センサ総合差分積算値を求める。
【００６３】
【数４】

【００６４】
　次にＮ個の正常な電流センサ総合差分積ＤA(i)の標準偏差値を正規化した、第一判定基
準２００の偏差値（図１１の（ｆ）参照）を（５）式で求める。
　算出結果、標準偏差値と存在確率により正常品判定基準である最適な判定閾値１（本実
施例では図１０の許容マージンｍ＝１σ［約６８．２％幅の存在確率］として設定）を選
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して設定）などに使用する場合には検査治具の位置精度ばらつきなどを含んだ実際の製造
ラインの歩留まりなどを事前に充分評価し最適な値を設定する必要がある。
【００６５】
【数５】

【００６６】
　（６）式は図１０に示す検査サンプル信号（ａ）［現在測定波形］の絶対値と標準サン
プル平均信号（ｂ）［基準波形］の絶対値との差分をすべての電流センサＣＳ１～ＣＳ１
６と積分計算区間Ｔiで積分した値（電流センサ総合差分面積）であり、評価対象の絶対
値をとって分散評価する式である。ここで、電流センサＣＳ１～ＣＳ１６すべての波形値
の絶対値をとらずそのまま加算するとボンディングワイヤ接合不良部の減少電流分と他の
正常なボンディングワイヤに分流した増加電流分が相殺され、０になる可能性が高いため
、本判定では、絶対値を取り総量で評価することとしている。
【００６７】
【数６】

（ＸS(j,k)：検査サンプル信号（図１０（ａ））[現在測定波形]の任意のセンサの任意の
サンプリング時間位置における信号振幅値）
　以上、（６）式で与えられる検査サンプル信号（図１０（ａ））［現在測定波形］ＤAS

を前記判定閾値１（１σ）と前記判定閾値２（２σ）で評価することにより正常・異常判
定を行う。
　具体的には１σ以内の場合は「正常」とし、２σ以上の場合には「異常」とする。この
判定で主に判断できる不良品判定内容は図９に示す（ａ）～（ｄ）に示すようなボンディ
ングワイヤ接合不良部がはっきりしているパターンの場合（フロアノイズＤに比較してボ
ンディングワイヤ接合不良部のピークが際立っている場合）である。１σと２σの間の場
合は、各種方法が考えられるが、本実施例では以降に述べる第二判定基準２０１に引き継
ぐ処理を行う。
【００６８】
　前記第一判定基準２００において各電流センサＣＳ１～ＣＳ１６の総合差分積算値（ｅ
）を算出する利点は、センサアレイモジュール２０の電流センサＣＳ１～ＣＳ１６を構成
する各アンプ回路Ａ１～Ａ１６の互いに相関の無い熱雑音など回路内在ノイズを積算によ
り軽減できることである。これによって電流センサ総合差分積算値（ｅ）のＳ／Ｎ比の改
善が期待でき、より判定確度の高い判定を実現可能である。
　次に各電流センサＣＳ１～ＣＳ１６毎に設定された第二判定基準２０１について説明す
る。
【００６９】
　図１１（ｄ）の第二判定基準２０１は各電流センサ毎に設定された評価値であり、第一
判定基準２００に比べるとより詳細な評価が可能となるが、その分判定に時間が掛かる。
【００７０】
　各電流センサ別ＣＳ１～ＣＳ１６の個々の第二判定基準２０１の偏差値（図１１の（ｄ
）参照）を前記第一判定基準２００の手順と同様に（７）式で求める。
【００７１】
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【数７】

　（７）式で表される電流センサ別偏差値ＴSjは本実施例の場合、電流センサはＣＳ１～
ＣＳ１６の１６チャンネルあるので、各独立の１６通りの判定閾値１が存在し、本実施例
では各電流センサ毎の異なる標準偏差値のσ値が存在する。同様に判定閾値２にも各電流
センサ毎に最適値の判定閾値２（本実施例では各電流センサ毎の異なる標準偏差値の２σ
）が存在する。
　実際の不良品判定の第二判定基準２０１の閾値２（たとえば２σ）などに使用する場合
には製造過程特有の傾向値が存在することも考えられ、実際の製造ラインの歩留まりなど
を考慮し最適な値を設定する必要がある。
【００７２】
　（８）式は図１０に示す検査サンプル信号（ａ）［現在測定波形］と標準サンプル平均
信号（ｂ）［基準波形］との差分の絶対値を各電流センサ別に積分計算区間Ｔiで時間積
分した評価対象の分散値である。
　積分の結果、検査サンプル信号（ａ）［現在測定波形］の方が標準サンプル平均信号（
ｂ）［基準波形］よりも振幅が大きい場合には（８）式の積分結果の極性は＋（プラス）
になる。逆に小さい場合には－（マイナス）になる。
【００７３】

【数８】

　以上（８）式の各電流センサ出力別の積算値ＤSjを第二判定基準２０１の判定閾値１及
び判定閾値２で評価することにより「正常」・「異常」及び「判定不能」（曖昧）の判定
を行う。具体的な判定は以下の通りである。
　１σ以内の場合は「正常」とし、ｊで与えられる電流センサ（ＣＳ１～ＣＳ１６）出力
の内１つでも２σ以上の場合には「異常」とする。この「異常」判定例は図９の（ｅ）の
ような例である。１σと２σの間の場合は、判定不能（曖昧）と見なし、フロアノイズ評
価を行う。
【００７４】
　フロアノイズ評価では、第二判定基準２０１の「判定不能」範囲における（８）式の各
電流センサ別振幅差分ＤSjの大きさと極性のばらつき（値の±極性分散）の評価を合わせ
て行う。
【００７５】
　各電流センサ出力（ＣＳ１～ＣＳ１６）出力のＤSjがすべて同一極性方向に偏り（＋ま
たは－）が見られる場合は同一傾向オフセット（特性の偏り）として「正常」とする。こ
の「正常」判定はあくまでも、電力用半導体デバイス１０の各ボンディングワイヤ（Ｂ１
～Ｂ８）に分散する電流が同一傾向を持っており、偏りが無いと言う判定であり、ＩＧＢ
Ｔ試験用検査装置４０にてパルス応答特性試験に問題があればその判定に従うものである
。一方各電流センサ出力にランダムな極性分散（＋と－が混在）する場合は、１σから１
．５σ程度の大きさであれば「正常」とみなし、１．５σ以上の大きさのランダム極性分
散が認められると特性の偏りの傾向性が見られず傾向オフセットとはみなされ難いため「
疑わしい」とみなす。「疑わしい」判定の例としては図９の（ｆ）のようなパターンであ
る。なお、各電流センサ出力別のランダム極性分散の場合の大きさ判定閾値３（本実施例
では１．５σとしている。）は、実際の製造ラインの不良状態を解析し、最適値が選択さ
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れる必要がある。
【００７６】
　前記第二判定基準２０１において各電流センサ別差分積算値（ｃ）で評価する利点は、
各電流センサＣＳ１～ＣＳ１６出力毎に空間分布する図９の（ａ）～（ｆ）までに示すサ
ンプル差分積分信号の値をそのまま評価することが可能となり、各電流センサ毎の確度で
ボンディングワイヤ接合不良の判定を行うことが可能となる点である。
【００７７】
　図１２は、第一判定基準２００の実測例を示すものであり、複数のサンプル波形信号に
対して図１１（ｅ）の電流センサ総合差分積算値をプロットし、（９）式の標準サンプル
平均値の電流センサ総合積算値平均ＤACを標準偏差値の存在確率の中心値として判定閾値
１及び判定閾値２（実施例ではそれぞれ１σ［約６８．２％幅の存在確率］、２σ［約９
５．４％幅の存在確率］）を設定する。
【００７８】
【数９】

　なお、図１２のデータプロットでは２５個の標準サンプルの中にも正常品でありながら
前記２σ（閾値２）を超えるサンプルも存在する。このため図１２のσ値はあくまでも一
例を示すものであり、電力用半導体デバイスの歩留まり等を考慮し、判定閾値１、判定閾
値２として最適なものを選択設定する必要がある。
【００７９】
　図１３は、本発明のボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断方法の処理ステップを示
すフローチャートである。これは、図３のＧＯ／ＮＯ ＧＯ判定機能ブロック１３３で処
理され（２）式から（８）式をもって評価判定される内容を示し、比較データメモリ１３
２内に格納される標準サンプル平均信号データ、第一判定基準２００にかかる評価閾値１
及び評価閾値２、第二判定基準２０１にかかる評価閾値１、評価閾値２及び評価閾値３、
そして同じく図３の特徴点マーキング機能ブロック１３１で標準サンプル平均信号データ
に設定された積分計算区間情報が用いられる。以下、各ステップについて説明する。
【００８０】
ステップＳ１００：図１のセンサアレイモジュール２０の各電流センサ（ＣＳ１～ＣＳ１
６）出力の検査サンプル信号（図１０（ａ））［現在測定波形］と標準サンプル平均信号
（図１０（ｂ））［基準波形］差分を作成する。
ステップＳ１１０：各電流センサチャンネル差分信号の図１０の積分計算区間Ｔｉにおい
て積分を行う（図１１の（ｃ）参照）。
ステップＳ１２０：各電流センサチャンネル間積分を行う（図１１の（ｅ）参照）。
　以上スッテプＳ１００～Ｓ１２０の一連の処理は（６）式に示されたＤASを算出するこ
とを意味する。
【００８１】
ステップＳ１３０：ＤASを第一判定基準２００にかかる判定閾値１（１σ）及び判定閾値
２（２σ）を用いて検査サンプル信号（図１０（ａ））［現在測定波形］の積分計算区間
（図３の特徴点マーキング表示Ｇ４の関心領域マーカで示す領域、及び図１０のＴｉで示
す区間）内での標準偏差値評価を行う。
ステップＳ１４０：完全に許容内（１σ以内）であればステップＳ１５０に進み、“正常
”と判定する。完全に許容外（２σより外）であればステップＳ１８０に進み、“不良”
と判定する。判定が曖昧（1σと２σの間）であればステップＳ１６０の第二判定基準２
０１による電流センサ毎の偏差値評価に移行する。ステップＳ１４０の判定で“正常”あ
るいは“不良”が確定できると最も早く検査が終了する。
【００８２】
ステップＳ１６０：（８）式で表される各電流センサ出力別の差分値ＤSjを各電流センサ
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毎に設定される第二判定基準２０１にかかる各判定閾値１（１σ）及び各判定閾値２（２
σ）を用いて各電流センサチャンネルの標準偏差値で評価する。なお、差分値ＤSjはステ
ップＳ１１０にてすでに各電流センサ毎に作成されている。第二判定基準２０１を用いる
場合、電流センサ毎のばらつき範囲で詳細に評価可能であるが処理時間が掛かる。
ステップＳ１７０：完全に許容内（１σ以内）であれば前述ステップＳ１５０に進み、“
正常”と判定する。完全に許容外（２σより外）であれば前述ステップＳ１８０に進み、
 “不良”と判定する。判定が曖昧（1σと２σの間）であればステップＳ１９０の第二判
定基準２０１を用いたフロアノイズの評価に移行する。
【００８３】
ステップＳ１９０：（８）式で表される各電流センサ毎の差分値ＤSjを各電流センサ毎に
設定される第二判定基準２０１にかかる各判定閾値１（１σ）、各判定閾値２（２σ）及
び判定閾値３（１．５σ）を用いて１σと２σの間の偏り度合いを判別することによりフ
ロアノイズの性質の評価を行う。
ステップＳ２００：各電流センサ毎の差分値ＤSjがランダム（＋側と－側に分かれている
状態）で且つ大きく判定閾値３の１．５σ以上である場合はステップＳ２１０に進み、“
疑わしい”と判定する。揃って１σと２σの＋側または－側のどちらか一方側に偏ったも
の、あるいは前記ランダムであっても判定閾値３の１．５σよりも小さい値であれば傾向
性のある特性オフセットあるいは小さなフロアノイズと見なし、ステップＳ２２０に進み
、“正常”と判定する。
　なお、このフロアノイズ判定を含む各電流センサ毎の判定を行う第二判定基準２０１の
判定閾値１（本実施例では１σ）、判定閾値２（本実施例では２σ）及び判定閾値３（本
実施例では１．５σ）は電力用半導体デバイスの特性ばらつきの度合いを考慮し、見直す
ことによって、より精度の高いものに改善できる。
【００８４】
　以上、図１３のボンディングワイヤ電流磁界分布検査診断方法の処理ステップを示すフ
ローチャートの実施例は、判定の高速化と高精度化を達成する例であり、高精度追求のみ
であれば、ステップＳ１１０から直接ステップＳ１６０に移行し、各電流センサ（ＣＳ１
～ＣＳ１６）出力を、第二判定基準２０１を用いて個別に評価するソフトウエア構成のフ
ローチャートも可能である。
　また、判定の高速化のみを追求する場合には、第一判定基準２００に第二判定基準２０
１と同様な判定閾値３（判定値の例として１．２σ）を設け、ステップ１９０のフロアノ
イズの評価と同様な構成を取り、ステップＳ１４０の偏差値評価判定で判定が「曖昧」と
判断された場合にステップＳ１９０のフロアノイズの評価に移行するようにフローチャー
トを構成することにより実現可能である。
【００８５】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、電力用半導体デバイスの配線材である複
数のボンディングワイヤに流れる電流分布の偏りなどの異常を、電流磁界を検出すること
により非接触で検査診断し、配線不良などによるデバイスの長期信頼性を損なう恐れのあ
る隠れた瑕疵等の原因を検査、診断、検出し、不良品を排除することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明は、電力用半導体デバイス、特にＩＧＢＴのパッケージング時のボンディングワ
イヤ接合不良判定を高精度で行うことができる技術として、電気機器および電子機器の電
源やインバータ等に広く使われている電力用半導体デバイスの製品の使用中の故障を低減
させ、信頼性を著しく向上させることができる。
【符号の説明】
【００８７】
　１０　電力用半導体デバイス（ＩＧＢＴ）
　２０　センサアレイモジュール
　４０　ＩＧＢＴ試験用検査装置
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　５０　試験電流端子
　５１　試験電流
　５２　基準位置
　５３　偏位位置
　１００　電流磁界分布解析装置
　１１０　高速ディジタイザ
　１２０　ソフトウエア解析演算処理部
　１２２　高速ディジタイザ制御機能ブロック
　１２３　自動レンジデータ取得機能ブロック
　１２４　データ取り込み機能ブロック
　１２５　取得データメモリ
　１２６　周波数成分補正機能ブロック
　１２８　データ選択機能ブロック
　１２９　データ表示制御機能ブロック
　１３０　データ保存／読み出し機能ブロック
　１３１　特徴点マーキング機能ブロック
　１３２　比較データメモリ
　１３３　ＧＯ／ＮＯ ＧＯ判定機能ブロック
　２００　第一判定基準
　２０１　第二判定基準

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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